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【国際特許分類】
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【ＦＩ】
   Ａ４７Ｂ   87/02     　　　　
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【訂正書】
【提出日】平成27年9月24日(2015.9.24)
【訂正の目的】実用新案登録請求の範囲の減縮等
【訂正後の請求項の数】3
【訂正の内容】
【考案の名称】多段式ロッカー装置
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案は、例えば学校等のパーソナルロッカーシステムとして複数段に積み重ねて使用
するプラスチック製の多段式ロッカー装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、児童生徒の備品等を収容保管する多段式のロッカーが学校等の教育機関に普及し
ている。このようなロッカーとしては、例えば特許文献１に開示されているように、プラ
スチックにより一体成形された床面パネルと背面パネルと左側面パネルと右側面パネルと
前面ドアパネルと天井パネルとから組み立てられ、天井パネルは角帽状に形成し且つビス
止等により背面パネルと左側面パネルと右側面パネルに固着してなるプラスチック製タイ
プのロッカーが提供されている。
【０００３】
　また、特許文献２に開示されているように、プラスチックにより一体成形された底板と
裏板と二つの側板と上板と扉とから組み立てられた下段の棚単位において、当該下段の棚
単位の上板を、上段の棚単位の底板として兼用すべく当該上板上面に、上段の裏板と二つ
の側板とを嵌合しフック等により相互を係止固定するための嵌合溝を設けた自由組立可能
な棚単位のプラスチック製タイプのロッカーが提供されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第３９０１５１０号公報
【特許文献２】米国特許第６４０９０３７号
【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】
【０００５】
　ただ、上記した特許文献１および特許文献２の場合では、入学時に生徒は自分専用のロ
ッカーを購入し、在学中はパーソナルロッカーとして自分の名前を記入して使用すると共
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に、卒業時にはメモリアルボックスとして自宅に持ち帰ることができるものとした所謂パ
ーソナルロッカーシステムとしては利便性に欠けている。
【０００６】
　すなわち、上記した特許文献２の場合では、下段の棚単位の上板を、上段の棚単位の底
板として兼用しているため、使用後のメモリアルボックスとして自分専用のロッカーを自
宅に持ち帰る際には、上段の棚単位の底板が欠落することから、上段の棚単位はロッカー
としての当初の使用形態が損なわれて各個別に持ち帰ることができない。
【０００７】
　また、上記した特許文献１の場合では、ロッカー自体の構造として天井パネルの上に下
段と同一構造のプラスチック製ロッカーを積み重ねて支持できる構造とはなっておらず、
ただ単に無闇に載せただけでは外部からの衝撃や地震動等により上段のロッカーが転落す
る虞があり危険である。
【０００８】
　そこで、本考案は叙上のような従来存した諸事情に鑑み創出されたもので、パーソナル
ロッカーシステムとして、使用時には複数段に積み重ねて使用可能とし、使用後にはロッ
カーとしての当初の使用形態を損なわずに各個別に持ち帰ることを可能としたプラスチッ
ク製の多段式ロッカー装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上述した課題を解決するために、本考案にあっては、プラスチックにより成形された底
板と背板と左右二つの側板と天板と前面扉とから組み立てられて成る複数の棚ユニットを
上下段に積み重ね可能とした多段式ロッカー装置であって、下段の棚ユニットの天板上面
に形成された嵌合溝と、上段の棚ユニットの底板下面に形成された嵌合溝との双方に跨っ
て嵌合され両棚ユニットを互いに支持固定可能としたジョイント部材を備え、前記嵌合溝
に嵌合するジョイント部材の上下両面の各中央には、当該嵌合溝の内部中間に形成した仕
切壁状のリブに係合すべく凹部を有することを特徴とする。
【００１０】
　前記嵌合溝は、上下段における背板と左右二つの側板との取付位置に対応すべく、天板
上面および底板下面それぞれの後縁と左右縁に形成されていることを特徴とする。
【００１１】
　前記上下段の棚ユニットを各個別に持ち帰るに際し、前記ジョイント部材を取外した後
の嵌合溝を塞ぐための蓋体を備えていることを特徴とする。
【考案の効果】
【００１２】
　本考案によれば、パーソナルロッカーシステムとして、使用時には複数段に積み重ねて
使用可能とし、使用後にはロッカーとしての当初の使用形態を損なわずに各個別に持ち帰
ることを可能にする。
【００１３】
　すなわち、本考案においては、下段の棚ユニットの天板上面に形成された嵌合溝と、上
段の棚ユニットの底板下面に形成された嵌合溝との双方に跨って嵌合され両棚ユニットを
互いに支持固定可能としたジョイント部材を備えているので、使用後には上下段の棚ユニ
ットを分離し、各嵌合溝からジョイント部材を取外すだけでロッカーとしての当初の使用
形態を損なわずに各個別に持ち帰ることができる。
【００１４】
　特に、本考案に係る多段式ロッカー装置を利用することで、パーソナルロッカーシステ
ムを容易に構築することができる。このパーソナルロッカーシステムとは、入学時に生徒
は自分専用のロッカーを購入し、在学中はパーソナルロッカーとして自分の名前を記入し
て使用すると共に、卒業時にはメモリアルボックスとして自宅に持ち帰ることができるも
のとしたシステムである。また、このシステムにおいては、進級時ではロッカーごと楽に
移動可能となっており、しかも卒業後に自宅に持ち帰ったロッカーは販売店等へリサイク
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ルとして引取ることも可能である。このようなパーソナルロッカーシステムとして、本考
案に係る多段式ロッカー装置を利用することができる。
【００１５】
　前記嵌合溝は、上下段における背板と左右二つの側板との取付位置に対応すべく、天板
上面および底板下面それぞれの後縁と左右縁に形成されているので、下段の棚ユニットに
対する上段の棚ユニットの支持が強固なものとなり、外部からの衝撃や地震動等による上
段ロッカーの転落を未然に防止することができる。
【００１６】
　前記嵌合溝に嵌合するジョイント部材の上下両面の各中央には、当該嵌合溝の内部中間
に形成した仕切壁状のリブに係合すべく凹部を有するので、上下段の棚ユニット相互の位
置ずれを確実に防止することができる。
【００１７】
　前記上下段の棚ユニットを各個別に持ち帰るに際し、前記ジョイント部材を取外した後
の嵌合溝を塞ぐための蓋体を備えているので、各個別に持ち帰った棚ユニットそれぞれの
外観上の見栄えが向上し、使用済品としてのイメージを少なくすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】　本考案を実施するための一形態を示す上段の棚ユニットの正面図である。
【図２】　同じく棚ユニットを上下二段に積み重ねて使用している状態の正面図である。
【図３】　同じく棚ユニットを上下二段に積み重ねて使用している状態の斜視図である。
【図４】　同じく下段の棚ユニットの天板および上段の棚ユニットの底板およびジョイン
ト部材それぞれを組み立てる状態の分解斜視図である。
【図５】　同じく上段の棚ユニットを組み立てる状態の分解斜視図である。
【図６】　同じく天板または底板の構成例を示し、（ａ）は平面図、（ｂ）は底面図であ
る。
【図７】　同じく底板または天板に、背板と左右二つの側板を組み付け固定するためのフ
ック機構部の一例を示し、（ａ）は係止前の状態の断面図、（ｂ）は係止後の状態の断面
図である。
【図８】　棚ユニットを上中下三段重ねにした状態の使用例を示す正面図である。
【考案を実施するための形態】
【００１９】
　以下、図面を参照して本考案の実施の一形態を詳細に説明する。
　本考案に係る多段式ロッカー装置は、例えば学校等の教育機関におけるパーソナルロッ
カーシステムとして利用可能な例えばＡＢＳ樹脂等のプラスチック製材によって形成され
ている。このパーソナルロッカーシステムとは、入学時に生徒は自分専用のロッカーを購
入し、在学中はパーソナルロッカーとして使用すると共に、卒業時にはメモリアルボック
スとして自宅に持ち帰ることができるシステムである。
【００２０】
　多段式ロッカー装置は、図２、図３および図４に示すように、例えば二個の棚ユニット
Ａ、Ｂを上下二段に積み重ね可能となっており、これら各棚ユニットＡ、Ｂは、プラスチ
ックにより一体成形された底板１、背板２、左側板３、右側板４、前面扉５、天板６それ
ぞれから組み立てられる。なお、図１には、上段の棚ユニットＢのみが示されている。
【００２１】
　下段の棚ユニットＡにおける底板１の高さ巾は、上段の棚ユニットＢにおける底板１の
高さ巾よりも若干大きくなっており、しかも下段の棚ユニットＡにおける底板１の下面四
隅には滑り止め用のマット部材７が付設されている。また、前面扉５には、例えばダイヤ
ル錠付きの取っ手８を有し、その外面は学年ごとに互いに異なる色、例えばブルー、グリ
ーン、オレンジ、イエロー、レッド等の色を呈することで、学年に合わせてカラーチェン
ジができるようにしてある。
【００２２】
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　図４、図５および図６に示すように、棚ユニットＡ、Ｂにおける各底板１の上面後縁に
は、背板２の下端に突設した嵌合突起２ａを嵌め込むための嵌合溝１ａが形成され、各底
板１の上面左縁には、左側板３の下端に突設した嵌合突起３ａを嵌め込むための嵌合溝１
ａが形成され、各底板１の上面右縁には、右側板４の下端に突設した嵌合突起４ａを嵌め
込むための嵌合溝１ａが形成されている。
【００２３】
　また、これらに対応して、棚ユニットＡ、Ｂにおける各天板６の下面後縁には、背板２
の上端に突設した嵌合突起２ａを嵌め込むための嵌合溝６ａが形成され、各天板６の下面
左縁には、左側板３の上端に突設した嵌合突起３ａを嵌め込むための嵌合溝６ａが形成さ
れ、各天板６の下面右縁には、右側板４の上端に突設した嵌合突起４ａを嵌め込むための
嵌合溝６ａが形成されている（図６（ｂ）参照）。
【００２４】
　図４、図５および図６に示すように左右側板３、４の上下両端における前後対称位置、
すなわち中間の嵌合突起を介して前後両側位置には、後述するフック機構部１１が設けら
れ、このフック機構部１１を介して、底板１上面に左右側板３、４の下端が固定され、天
板６下面に左右側板３、４の上端が固定される。また、前面扉５の一側端における上下対
称位置には支軸９が一体形成されており、この支軸９を底板１および天板６それぞれの角
部に貫設した軸孔１０に装着することで、前面扉５は支軸９を支点として閉鎖および前方
に開かれるものとしてある。
【００２５】
　フック機構部１１は、図７（ａ）に示すように、天板６下面の嵌合溝１ａに嵌合される
左側板３上端の嵌合突起３ａおよび右側板４上端の嵌合突起４ａそれぞれの前後両側に引
き入れ口１２を穿設し、移動用レバー１３ａとフック頭部１３ｂとによって略Ｌ字型を呈
し且つ引き入れ口１２に中間括れ部１３ｃが水平スライド自在となって装着されて成るフ
ック部材１３を備えている。また、天板６下面の嵌合溝１ａの前後両側には、フック部材
１３のフック頭部１３ｂを引き入れ口１２を介して受け入れるための空間１４が形成され
、この空間１４の一端側、例えば嵌合溝１ａの前後両縁部側には係止板１５が設けられて
いる。そして、移動用レバー１３ａを空間１４の内側開放位置から一方向にスライドさせ
ることで、図７（ｂ）に示すようにフック頭部１３ｂを係止板１５の外面に対して押し付
け、これにより天板６に左右側板３、４がしっかりと固定されるようになっている。なお
、底板１上面の嵌合溝１ａに嵌合される左側板３下端の嵌合突起３ａおよび右側板４下端
の嵌合突起４ａそれぞれにおけるフック機構部１１も上記した構成と同様なのでその詳細
な説明は省略する。
【００２６】
　図３、図４および図５に示す符号１６は、棚ユニットＡ（Ｂ）を横に並んで合体させる
ための回転ツマミであり、例えば左方の棚ユニットＡの右側板４の四隅に形成した取付孔
部１７と、右方の棚ユニットＡの左側板３の四隅に形成した取付孔部１７とを互いに合致
させ、これに回転ツマミ１６を一方側から挿入し、他方側から回転ツマミ１６挿入端に施
錠板（図示せず）を嵌合させることで固定されるものとなっている。
【００２７】
　図４、図６に示すように、下段の棚ユニットＡの天板６上面および上段の棚ユニットＢ
の底板１下面それぞれの後縁と左右縁には、細長の嵌合溝２１が形成され、これら嵌合溝
２１は、上下段における背板２と左右側板３、４との取付位置に対応すべく形成してある
。そして、これら天板６上面と底板１下面との嵌合溝２１の双方に跨ってジョイント部材
３１が嵌合され、上下段の両棚ユニットＡ、Ｂを互いに支持固定できるようになっている
。すなわち、このジョイント部材３１は略矩形箱型に形成されており、幅方向の両側面の
うち一方側が天板６上面の嵌合溝２１に嵌め込まれ、幅方向の両側面のうち他方側が底板
１下面の嵌合溝２１に嵌め込まれるものとなっている。また、嵌合溝２１の内部中間には
仕切壁状のリブ２２が形成され、これに対応してジョイント部材３１の幅方向両側面中央
には互いに内側に括れるよう凹部３２が上下対称に形成されており、ジョイント部材３１
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の嵌合時には、リブ２２が凹部３２に係合することで天板６に対する底板１の前後左右の
ずれ込みを防止している。
【００２８】
　図５、図６（ａ）に示すように、上下段の棚ユニットＡ、Ｂを各個別に持ち帰るに際し
て、上記した天板６上面の嵌合溝２１からジョイント部材３１を取外した後にこの嵌合溝
２１を塞ぐための蓋体４１を備えている。すなわち、この蓋体４１は、嵌合溝２１の開口
面積に対応すべく細長板状となった平板部４２と、平板部４２の長手方向両側から垂下さ
れ、互いに内側へ向けて撓曲自在となる係止爪片４３と、平板部４２の下面長手方向に沿
って垂下した補強リブ４４とを備えて成る。この蓋体４１両側の係止爪片４３に対応して
嵌合溝２１内側の前後端壁には、図６（ａ）に示すように、被係止孔部２３が形成され、
嵌合溝２１に蓋体４１を装着した際には、両係止爪片４３が互いに内方に撓みつつ挿入さ
れ、被係止孔部２３に係止爪片４３が嵌合することで嵌合溝２１に蓋体４１が固定保持さ
れるようになっている。
【００２９】
　なお、上記した本実施形態においては、上下二段の棚ユニットＡ、Ｂによって構成され
ているが、これに限らず、図８に示すように、棚ユニットＡ、Ｂ、Ｃを上中下三段重ねに
して使用しても良い。この場合においても上記した本実施形態の場合と同様の作用効果が
得られる。もちろん、四段重ね以上で使用しても良い。また、本考案に係る多段式ロッカ
ー装置は、学校等の教育機関に限らず、パーソナルロッカーシステムとして利用可能であ
れば、その他の用途としても使用することができる。
【００３０】
　次に、以上のように構成された形態についての組立の一例について説明する。
【００３１】
　先ず、底板１に対し、背板２、左側板３、右側板４、前面扉５それぞれを取付け、これ
らの上に天板６を組み付ける。このとき底板１および天板６は、左右側板３、４それぞれ
のフック機構部１１によって固定される。このように上下段の棚ユニットＡ、Ｂを予め組
み立てておく。
【００３２】
　図２、図３および図４に示すように、下段の棚ユニットＡの上に上段の棚ユニットＢを
載せる。このとき、下段の棚ユニットＡの天板６上面と上段の棚ユニットＢの底板１下面
との各嵌合溝２１の双方に跨ってジョイント部材３１が嵌合され、このジョイント部材３
１を介して下段の棚ユニットＡと上段の棚ユニットＢとの相互が一体となって固定される
。
【００３３】
　上下段の棚ユニットＡ、Ｂを各個別に持ち帰る際には、下段の棚ユニットＡの上から上
段の棚ユニットＢを分離し、天板６上面の嵌合溝２１からジョイント部材３１を取外した
後にこの嵌合溝２１を蓋体４１で塞げば良い。こうして、使用後にはロッカーとしての当
初の使用形態を損なわずに各個別に持ち帰ることができる。三段以上の棚ユニットの場合
も同様である。
【００３４】
　なお、図中４の天板６上の底板１と図５の底板１とは別々のものではなく、理解を容易
にするために、図５の上段の棚ユニットＢの構成部材を全て図示したものである。
【符号の説明】
【００３５】
Ａ　　　下段の棚ユニット
Ｂ　　　上段の棚ユニット
１　　　底板
１ａ　　嵌合溝
２　　　背板
２ａ　　嵌合突起
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３　　　左側板
３ａ　　嵌合突起
４　　　右側板
４ａ　　嵌合突起
５　　　前面扉
６　　　天板
６ａ　　嵌合溝
７　　　マット部材
８　　　取っ手
９　　　支軸
１０　　軸孔
１１　　フック機構部
１２　　引き入れ口
１３　　フック部材
１３ａ　移動用レバー
１３ｂ　フック頭部
１３ｃ　中間括れ部
１４　　空間
１５　　係止板
１６　　回転ツマミ
１７　　取付孔部
２１　　嵌合溝
２２　　リブ
２３　　被係止孔部
３１　　ジョイント部材
３２　　凹部
４１　　蓋体
４２　　平板部
４３　　係止爪片
４４　　補強リブ
【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　プラスチックにより成形された底板と背板と左右二つの側板と天板と前面扉とから組み
立てられて成る複数の棚ユニットを上下段に積み重ね可能とした多段式ロッカー装置であ
って、下段の棚ユニットの天板上面に形成された嵌合溝と、上段の棚ユニットの底板下面
に形成された嵌合溝との双方に跨って着脱自在に嵌合され両棚ユニットを互いに支持固定
可能としたジョイント部材を備え
　前記嵌合溝に嵌合するジョイント部材の上下両面の各中央には、当該嵌合溝の内部中間
に形成した仕切壁状のリブに係合すべく凹部を有することを特徴とする多段式ロッカー装
置。
【請求項２】
　前記嵌合溝は、上下段における背板と左右二つの側板との取付位置に対応すべく、天板
上面および底板下面それぞれの後縁と左右縁に形成されていることを特徴とする請求項１
記載の多段式ロッカー装置。
【請求項３】
　前記上下段の棚ユニットを各個別に持ち帰るに際し、前記ジョイント部材を取外した後
の嵌合溝を塞ぐための蓋体を備えていることを特徴とする請求項１または２記載の多段式
ロッカー装置。
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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